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消費税制が変わります！消費税制が変わります！
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【１】　消費税率引上げ時期の延期等
　 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の
一部を改正する等の法律」（税制抜本改革法）について、次の措置が講じられました。
①　消費税率（国・地方）の 10% への引上げの施行日が平成 29 年 4 月 1 日となりま

した。

②  消費税率（国・地方）の 10% への引上げに係る適用税率の経過措置について、請
負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日を平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年
10 月 1 日に変更する等の改正が行われました。

③  税制抜本改革法の附則第 18 条第 3 項（いわゆる景気判断条項）が削除されました。

1 消費税率10%への引上げ時期の延期等
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【２】  消費税転嫁確保法の期限延長等
  消費税率（国・地方）の 10% への引上げの施行日を平成 29 年 4 月 1 日とすること
にあわせ、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行
為の是正等に関する特別措置法」の期限を平成 30 年 9 月 30 日（現行：平成 29 年 3
月 31 日）とする等、関連する法令について、所要の措置が講じられました。

【１】　改正のねらい
　現在、海外からのインターネット等を通じた電子書籍・音楽・広告の配信やクラウ
ドサービス等の役務の提供には、消費税が課税されていません。一方、同一の役務の
提供であっても、国内からの役務の提供には消費税が課税されています。そこで、内
外の競争環境の公平性・中立性を確保する観点から、海外からのインターネット等を
通じた役務の提供に消費税を課税することとされました。（平成 27 年 10 月から施行）

国境を越えた役務の提供に対する消費税制度の見直し2
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【１】　改正のねらい
　訪日外国人による日本での買物の消費額は増加傾向（注）にあり、その需要を取り
込むため、商店街等において、各免税店が第三者に免税手続を委託（ワンストップ化）
することを可能とすることにより、各店舗での手続負担を大幅に軽減することが改正
のねらいです。現行制度では、免税販売を行う場合、個別店舗ごとに免税手続を行う
必要がありますが、この改正により、外国人対応について、語学力等の不安がある地
方の中小企業等も含め、免税店の拡大が見込まれます。
（注）平成 26 年度税制改正により、平成 26 年 10 月 1 日以後に行われる免税販売の対象物品に消耗品（食

品類、飲料類、薬品類、化粧品類、その他の消耗品）が追加されています。

【２】　改正の概要
　外国人旅行者向けの消費税免税制度（輸出物品販売場制度）について、次の見
直しが行われました。

3 外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し

①　手続委託型輸出物品販売場制度の創設

イ
輸出物品販売場について、その販売場における全ての免税販売手続を免税手続カウ
ンター（下記ロの許可を受けた物的施設をいいます。）を設置する事業者に代理さ
せることを前提とした許可制度が創設されました。

ロ

他の事業者が経営する販売場における免税販売手続の代理をしようとする事業者
（課税事業者に限ります。）は、その販売場が所在する次に掲げる場所に設けた物的
施設において免税販売手続を行うことについて、納税地を所轄する税務署長の許可
を受けるものとされました。
（イ） その販売場が商店街振興組合の組合員が経営する販売場であるときは、その

組合の定款に定められた地区
（ロ） その販売場が中小企業等協同組合法上の組合の組合員が経営する販売場であ

るときは、その組合員が形成する一の商店街
（ハ） その販売場が大規模小売店舗内にあるときは、その大規模小売店舗の施設
（二） その販売場が一棟の建物内にあるとき（上記（ハ）に該当する場合を除きます。）

は、その建物

ハ
免税手続カウンターにおいて、免税販売手続を代理する複数の販売場の販売金額を
一般物品と消耗品の別に合計している場合には、免税販売の対象となる下限額をそ
の合計額でそれぞれ判断するものとされました。
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②  外航クルーズ船が寄港する港湾での輸出物品販売場に係る届出制度の創設
   外航クルーズ船が寄港する港湾の港湾施設内に場所及び期限を定めて臨時販売場を
設置しようとする事業者（既に輸出物品販売場の許可を受けている事業者に限りま
す。）が、あらかじめ臨時販売場を設置する見込みである港湾施設につき納税地を所
轄する税務署長の許可を受けている場合において、その設置日の前日までに輸出物品
販売場を設置する旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、その臨
時販売場を輸出物品販売場とみなす制度が創設されました。

（注）上記①②の改正は、平成 27 年 4 月 1 日
以後に行われる輸出物品販売場等の許
可申請又は同日以後に行われる課税資
産の譲渡等について適用されます。
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　昨今、朝ドラでウイスキー、輸出で清酒など酒類が注目
されています。身の回りの税金酒税は、歴史も古く、嗜
好品課税として高い負担を求めやすく、かつては国税収

入の第１位になっていた税金です。
　酒税は、酒税法にもとづき、酒類の製造場からの移出や輸入段階で課税されます。課税さ
れる酒類は種類に分けられ、税率は１kℓにつき、酒類ごとアルコール度数に応じて定められて
います。
　酒税は、酒類製造者や輸入業者が納税義務者ですが、租税転嫁が認められ、
販売価格に含められ、最終消費者が負担する個別消費税の１つです。
　では、白紙の状態で次のクイズに挑戦して下さい。

酒税○×クイズ
問
1 酒税は消費という行為に対して課税される間接税である。

2 酒税は酒類販売店が納税している。

3 アルコール分が 3パーセント未満であれば酒税はかからない。

4 規制緩和策の一つとして、平成 6年 4月にビール製造免許に係る最低製造数量基準が年間 2千
kℓから60kℓに引き下げられた。

5 我が国の酒税は、平成元年 4月に従価課税制度が廃止され、従量税率の改正などが行われた。

6 清酒や焼酎などの製造免許を許可するのは税務署長である。

7 お酒は自由にどこで売ってもよい。

8 お酒の小売価格は、法律で定められている。

9 10月 1日は「日本酒の日」、11月 1日は「しょうちゅうの日」である。

10 自家用果実酒造りが盛んですが、ぶどう酒は製造（自家消費）が禁止されている。

11 酒税法上の酒類の分類は、大きく分けて20種類である。

12 酒税負担率が最も高いのは清酒である。

13 しょうちゅうには連続式蒸留と単式蒸留がありますが、連続式蒸留の方が品質が優れている。

14 家庭などの料理に使われている「みりん」には、酒税がかかっている。

15 ビールの酒税は、酒税収入全体の 30パーセントを占めている。

16 ビール大瓶 1本（633ml）当たりの酒税額は約 140円である。

17 ビールと発泡酒の違いは、アルコール度数と製法の違いがある。

18 ワインでは、白ワインよりも赤ワインの方が税率が高い。

19 ウイスキーの語源は、「生命の水」という意味である。

20 ジンやウォッカは、リキュール類に該当する。

※答えは最終ページにあります。
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平成27年10月以降、
国民の皆さま一人一人に
マイナンバー（個人番号）が、
通知されます。

平成27年10月以降、
国民の皆さま一人一人に
マイナンバー（個人番号）が、
通知されます。

平成27年10月以降、
国民の皆さま一人一人に
マイナンバー（個人番号）が、
通知されます。

マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。

● 住民票を有する全ての方に1人1つの番号（12桁）が通知されます。
● 市区町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られます。
　 住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、注意してください。

● 法人には、1法人1つの法人番号（13桁）が指定され、どなたでも自由に使用できます。

● 番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。

※国外に滞在し、住民票のない方にはマイナンバーは付番されません。
　帰国して住民票が作成される際にマイナンバーの指定や通知が行われます。
※外国籍の方でも、中長期在留者、特別永住者などで住民票がある場合には、マイナンバーが付番されます。

【以下税務関係】
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酒税●×クイズ回答
問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10

○ ×
酒類製造者

×
1％ ○ ○ ○ ×

免許
×
自由 ○ ○

問11 問12 問 13 問 14 問 15 問 16 問 17 問 18 問 19 問 20
×
17

×
ビール

×
蒸留法 ○ ×

45.5％ ○ ×
麦芽使用量

×
同じ

○
ゲール語

×
スピリッツ


